
住民監査請求の監査結果の通知（要旨） 

 

 

目的 

平成 27年12月 17日付で提出のあった住民監査請求についての監査結果を請求人宛に通知しました。 

 

通知日 

平成 28年 1月 28日付 

 

請求人 

住所・職業・氏名  省 略 

 

内容 

 監査結果（却下） 

 

１）請求人が、鋳造ゴム印 2個の購入は不当な公金の支出であると主張する根拠となっているの

は、その先行行為である特別徴収による個人住民税（市・県民税）の過誤納金還付に伴い作成・

送付される口座振込済通知書の記載事項における違法性についての請求人の見解であり、この

先行行為の違法性については、請求人は既に平成 27年 8月 28日付で松山市長宛に異議申立書

を提出し、平成 27年 9月 24日付にて却下の決定がなされている。 

   そして、同決定書に記載されているとおり、この決定に不服がある場合は、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、松山市を被告として（訴訟において松山

市を代表とする者は、松山市長となる。）決定の取消しの訴えを提起することができることと

されている。 

 

２）また、この特別徴収による個人住民税（市・県民税）の過誤納金還付に伴う納税義務者への

口座振込完了の通知事務は、住民監査請求の要件とされている財務会計行為とは認められない。 

さらに、先行行為の違法が財務会計行為の違法性に影響を及ぼす場合については、「当該職員の

財務会計上の行為をとらえて（中略）損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行す

る原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自

体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当であ

る。」（平成 4年 12月 15日付最高裁判例）とされており、当該職員が財務会計法規上の義務を尽く

した場合には、たとえ原因行為に違法があっても責任を負わないという判断が示されている。 

本請求書において請求人は、鋳造ゴム印 2個の購入という財務会計行為自体に手続上の瑕疵

があるとは主張しておらず、本請求書に添付された事実証明書からも、財務会計法規上の義務

違反などの違法性の存在は窺えないことから、財務会計行為について違法、不当とする事実ま

たは理由を摘示しているとは認められない。 

 

以上のことから、本件請求は、違法、不当な財務会計行為の是正を目的とした住民監査請求

の対象とは認められない。 


